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告　
示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
、
設
置
者
等
の
変
更
に
関
す
る
届
出
（
一

　

五
三
・
流
通
貿
易
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
一
五
四
・
河
川
砂
防
課
）
…
…
…
１

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
三
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め

配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
県
に
対
し
意
見
書
を
提
出

し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

届
出
事
項
の
概
要

　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
　

株
式
会
社
ジ
ョ
イ
ス　

代
表
取
締
役　

小
苅
米　

秀　

樹

　
　
　

岩
手
県
盛
岡
市
東
安
庭
二
丁
目
一
番
三
十
号

　

㈡　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ジ
ョ
イ
ス
仙
南
店

　
　
　

仙
北
郡
美
郷
町
南
町
字
南
高
野
六
番
外

　

㈢　

変
更
し
た
事
項

　
　

⑴　

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

　
　
　

ア　

変
更
前

　
　
　
　
　

仙
北
郡
仙
南
村
大
字
南
町
字
南
高
野
六
番
外

　
　
　

イ　

変
更
後

　
　
　
　
　

仙
北
郡
美
郷
町
南
町
字
南
高
野
六
番
外

　
　

⑵　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

　
　
　

ア　

変
更
前

　
　
　
　
　

株
式
会
社
ジ
ョ
イ
ス　

代
表
取
締
役　

小
苅
米　

淳　

一

　
　
　
　
　

岩
手
県
盛
岡
市
東
安
庭
二
丁
目
一
番
三
十
号

　
　
　

イ　

変
更
後

　
　
　
　
　

株
式
会
社
ジ
ョ
イ
ス　

代
表
取
締
役　

小
苅
米　

秀　

樹

　
　
　
　
　

岩
手
県
盛
岡
市
東
安
庭
二
丁
目
一
番
三
十
号

　
　

⑶　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

　
　
　

ア　

変
更
前

　
　
　
　
　

株
式
会
社
ジ
ョ
イ
ス　

代
表
取
締
役　

小
苅
米　

淳　

一

　
　
　
　
　

岩
手
県
盛
岡
市
東
安
庭
二
丁
目
一
番
三
十
号

　
　
　

イ　

変
更
後

　
　
　
　
　

株
式
会
社
ジ
ョ
イ
ス　

代
表
取
締
役　

小
苅
米　

秀　

樹

　
　
　
　
　

岩
手
県
盛
岡
市
東
安
庭
二
丁
目
一
番
三
十
号

　
　
　
　
　

有
限
会
社
仁
科　

代
表
取
締
役　

高　

橋　

一　

三

　
　
　
　
　

横
手
市
寿
町
十
一
番
三
十
五
号

　
　
　
　
　

高　

橋　
　
　

誠

　
　
　
　
　

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
字
熊
野
百
十
番
地

　

㈣　

変
更
の
年
月
日

　
　

⑴　

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

　
　
　
　

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日

　
　

⑵　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

　
　

⑶　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

　
　
　
　

株
式
会
社
ジ
ョ
イ
ス

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日
外

　

㈤　

変
更
す
る
理
由

　
　

⑴　

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

　
　
　
　

市
町
村
合
併
に
よ
る
表
示
変
更
の
た
め

　
　

⑵　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

　
　
　
　

代
表
者
変
更
の
た
め

　
　

⑶　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

　
　
　
　

小
売
業
者
の
入
れ
替
え
等
の
た
め

二　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

縦
覧
場
所

　
　
　

県
庁
第
二
庁
舎
一
階　

県
政
情
報
資
料
室

　
　
　

美
郷
町
役
場　

商
工
観
光
交
流
課

　

㈡　

縦
覧
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
八
月
三
日
ま
で

四　

意
見
書
の
提
出
先

　
　

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
流
通
貿
易

課
五　

意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

　

㈠　

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

　

㈡　

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

　

㈢　

意
見
を
述
べ
る
理
由

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
四
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜

地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

区
域
名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

域

郡
市 

町
村 

大
字 

字

地　
　
　
　
　
　

番

梺
二
号

雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬

音
内
堀
廻
字
世
ノ
沢

山雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬

音
内
堀
廻
字
造
道

雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬

音
内
堀
廻
字
世
ノ
沢

五
〇
・
五
一
・
五
二
番
合
併
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

二
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
二
番
二
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
三
番
一
、
三
番
二
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
番
一
、
四
番
二
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
番
三
、
四
番
四
、
四

番
五
、
四
番
六
、
五
番
一
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
五
番
三
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五

番
四
、
五
番
七
の
一
部
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

三
八
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
三
九
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
〇
番
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
四

一
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
四
二
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
三
番
、
四
四
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
水
路
敷
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
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「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
建
設
交
通
部
河

川
砂
防
課
及
び
関
係
地
域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

区
域
名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

域

郡
市 

町
村 

大
字 

字

地　
　
　
　
　
　

番

梺
二
号

雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬

音
内
堀
廻
字
世
ノ
沢

山雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬

音
内
堀
廻
字
造
道

雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬

音
内
堀
廻
字
世
ノ
沢

五
〇
・
五
一
・
五
二
番
合
併
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

二
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
二
番
二
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
三
番
一
、
三
番
二
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
番
一
、
四
番
二
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
番
三
、
四
番
四
、
四

番
五
、
四
番
六
、
五
番
一
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
五
番
三
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五

番
四
、
五
番
七
の
一
部
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

三
八
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
三
九
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
〇
番
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
四

一
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
四
二
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
三
番
、
四
四
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
水
路
敷
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）


